
１．（情報提供）阿武隈川緊急治水対策の整備状況
２．合同説明会及び陳情書に関する事項
・令和２年８月２９日合同説明会での質疑に関する回答
・令和３年５月１０日付け陳情書に対する回答
・令和３年６月２３日付け陳情書に対する回答

令和 ３年 １１月 １３日
国土交通省 東北地方整備局
福島河川国道事務所

令和３年度
逢瀬川堤防建設及び内水対策合同説明会
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１．阿武隈川緊急治水対策の整備状況（河道掘削等の状況）

掘削後
2021年7月

写真①：郡山市阿久津町（河道掘削）

工事前
2021年7月

工事中
2021年9月

写真②：郡山市田村町金屋（除草・伐採）

写真①

郡山駅

御代田橋

金山橋

行合橋

阿久津橋

小和滝橋

c

N
阿武隈川

河道掘削

堤防整備・強化

工事完了

工事中

R4年度以降実施予定

（破線）

（実線）

掘削前
2020年10月

阿久津橋

阿武隈川

阿武隈川

阿久津橋

逢瀬川

逢瀬川 逢瀬川

写真②

中央大橋

中央大橋

阿武隈川阿武隈川

※ R3.10月末時点
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１．阿武隈川緊急治水対策の整備状況（上流遊水地群整備）
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１．阿武隈川緊急治水対策の整備状況（上流遊水地群整備）

遊水地整備後の効果（イメージ）

河道掘削と遊水地整備により、東日本台風と同等規模の洪水が発生した場合においても、
堤防越水を防ぎます。



◯阿武隈川の特性について
①阿武隈川狭窄部について、横断面図に川幅の具体的な数値を記入してわかりやすい資料にして、次回の
説明会で説明してほしい。

②阿武隈川の川幅（横断長）、河床の標高を千曲川の事例にようにイラストなどを作成して説明すること。

【回 答】
資料のとおりです。

・令和２年８月２９日合同説明会質疑事項
・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（１２）

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

注）質疑・質問事項を要約しています。

5



２．合同説明会及び陳情書に関する事項
川
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◯排水ポンプ場の運転調整について
①国土交通省が平成13年6月27日に発出した排水ポンプ場運転調整に係る通知内容と運転調整のルールに
ついて説明すること。

②東北地方整備局において運転調整ルールが策定されていない理由を説明すること。
③運転調整に係る郡山市との協議経過と国の事務に瑕疵がないかを説明すること。
④令和元年東日本台風時において排水ポンプ場の操作に係る郡山市への連絡内容を説明すること。

【回 答】
①通知内容と運転調整ルールについて
平成１２年の東海豪雨においては、内水被害や河川の堤防決壊など甚大な浸水被害が発生しました。
また、堤防決壊等甚大な被害を回避するためのポンプ場の運転調整 （排水先河川の出水状況による運転停
止等）を行えなかった施設があるなど、洪水時等の施設管理の課題が浮き彫りになったところです。
このため、国が管理する排水ポンプ場の運転については運転調整等の適切な措置が講じられるよう努める

こと、及び許可工作物（河川管理者以外の者が管理している施設）の管理者に対してもこの趣旨を徹底する
よう指導することが盛り込まれたものです。
運転調整ルールは、運転の停止や再開の条件、情報伝達手段や連絡体制などを関係者と調整し決めるも

のです。

・令和３年５月１０日付け陳情書事項５．６
・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（３）（４）（７）

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

注）質疑・質問事項を要約しています。
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２．合同説明会及び陳情書に関する事項

出典：第２回阿武隈川上流流域治水協議会 8



◯排水ポンプ場の運転調整について
①国土交通省が平成13年6月27日に発出した排水ポンプ場運転調整に係る通知内容と運転調整の
ルールについて説明すること。
②東北地方整備局において運転調整ルールが策定されていない理由を説明すること。
③運転調整に係る郡山市との協議経過と国の事務に瑕疵がないかを説明すること。
④令和元年東日本台風時において排水ポンプ場の操作に係る郡山市への連絡内容を説明すること。

【回 答】
②東北地方整備局において調整ルールが策定されていない理由
排水ポンプ場の運転調整ルールについては、関係機関と合意形成を図り、排水ポンプ場管理者において、
運転調整ルールに基づいた操作規則を策定することになっており、東北地方整備局が策定することはありま
せん。

③郡山市との協議経過と国の事務の瑕疵の有無
国は郡山市と排水ポンプ場の運転調整ルールの策定に向けて、平成２９年度から協議を実施しており、引き
続き協議を継続していく予定です。

④郡山市への連絡内容
H.W.L（計画高水位）を超えたタイミングで国管理の排水機場（ポンプ場）は運転停止する旨を連絡。
あわせて、はん濫の危険性が高まっていること等の注意喚起を行いました。

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

注）質疑・質問事項は要約しています。
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◯事務所HPに「計画高水位（けいかくこうすいい）」のイラストが掲載されているので、説明すること。

【回 答】
計画高水位とは、計画高水流量が河川改修後の河道断面
（計画断面）を流下するときの水位です。
川の中の水を安全に流すことができる最高水位でもあります。
この水位を上回る洪水では、堤防が危険な状態になることを
意味します。
なお、計画の堤防高は、計画高水位に異常出水や波浪など
一時的な水位上昇を考慮した計画余裕高を加えたものになります。
※計画高水位はＨ．Ｗ．Ｌ（ハイウォーターレベル）とも言います。

・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（１）

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

注）質疑・質問事項は要約しています。

出典：福島河川国道事務所ＨＰ
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・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（２）

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

◯重要水防箇所とは何か、また重要水防の堤防高、堤防断面とは何か説明すること。

【回 答】
資料のとおりです。
毎年、水防管理者や水防団などと合同で重要水防箇所の点検（確認）を実施しています。
評定基準が変更となり、Ｒ３年度に見直しいたしました。
・堤防高⇒越水（溢水）
・堤防断面、法崩れ・すべり、漏水⇒堤体漏水、基礎地盤漏水

注）質疑・質問事項は要約しています。

計画高水位

堤防

越水（溢水）
計画高水流量規模の洪水が流れる時の
水位が計画高水水位よりも高くなる箇所。

基礎地盤漏水

堤体漏水
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２．合同説明会及び陳情書に関する事項

従来評定基準（旧） 変更評定基準（新）

種別
重要度 Ａ

（水防上最も重要な区間）
重要度 Ｂ

（水防上重要な区間）
種別

重要度 Ａ
（水防上最も重要な区間）

重要度 Ｂ
（水防上重要な区間）

堤防高 計画している洪水が流れ
てきた場合に、堤防が低
いためあふれる箇所。

計画としている洪水が流れてき
た場合に、あふれることはない
が、必要な余裕高（計画の堤防
高と洪水の水位との差）がとれ
ない箇所。

越水
(溢水)

計画高水流量規模の洪水の水
位（高潮区間の堤防にあっては
計画高潮位）が現況の堤防高を
越える箇所。

計画高水流量規模の洪水の
水位（高潮区間の堤防にあっ
ては計画高潮位）と現況の堤
防高との差が堤防の計画余裕
高に満たない箇所。

堤防断
面

現在の堤防の断面又は
天端幅が、計画の半分に
満たない箇所。

現在の堤防の断面積あるいは
天端の幅が、計画に対して足り
ないが半分以上はある箇所。

堤体漏
水

堤防の機能に支障が生じる堤
体の変状の履歴（被災状況が
確認できるもの）があり、類似の
変状が繰り返し生じている箇所
等。

堤防の機能に支障が生じる堤
体の変状の履歴（被災状況が
確認できるもの）があり、安全
が確認されていない箇所、又
は堤防の機能に支障は生じて
いないが、進行性がある堤体
の変状が集中している箇所等。

法崩れ
すべり

過去に堤防の斜面が崩
れたことがあるが、まだそ
の対策が十分でない箇所。

過去に堤防の斜面が崩れたこと
があり対策が施されているが、
まだ完了してない箇所。

過去に堤防の斜面が崩れたこと
はないが、崩れる可能性がある
箇所で、まだその対策が十分で
ない箇所。

漏水 過去に漏水が起きたこと
があるが、まだその対策
が充分でない箇所。

過去に漏水が起きたことがあり
対策が施されているが、まだ完
了していない箇所。

基礎地
盤漏水

堤防の機能に支障が生じる基
礎地盤漏水に関係する変状の
履歴（被災状況が確認できるも
の）があり、類似の変状が繰り
返し生じている箇所等。

堤防の機能に支障が生じる基
礎地盤漏水に関係する変状の
履歴があり、安全が確認され
ていない箇所、又は堤防の機
能に支障は生じていないが、
進行性がある基盤漏水に関係
する変状が集中している箇所
等。

過去に漏水が起きたことはない
が、その可能性がある箇所で、
まだその対策が十分でない箇
所。

重要水防箇所とは、洪水時の堤防等の監視、巡視、水防活動において、特に注意する
必要のある箇所をいいます。評定基準が変更となり、Ｒ３年度に見直しいたしました。

※一部省略

※一部省略

※一部省略

※一部省略
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２．合同説明会及び陳情書に関する事項

出典：福島河川国道事務所ＨＰ
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◯令和元年東日本台風による阿武隈川の水の色と逢瀬川、笹原川の水の色の違いは何か説明
すること。

【回 答】
洪水時の濁りは、山地などの土砂が流れることに起因するものと考えられ、本川と支川の濁りの違いは、流域
の地質や土地利用の違いなどが要因と考えられます。

・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（５）

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

注）質疑・質問事項は要約しています。

出典：福島県県中建設事務所HP
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２．合同説明会及び陳情書に関する事項

・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（６）

◯令和元年東日本台風において水防法に基づく郡山市への洪水予報の通知状況（内容や手段な
ど）や郡山市長の反応を説明すること。

【回 答】
水防法第十三条の四に基づき、氾濫注意水位情報（氾濫注意水位到達）や氾濫危険情報（氾濫危険水位到
達）などを電子メールにて、自治体へ送付（通知）しています。
なお、通知に加えホットラインで直接市町村長への情報伝達なども行っておりますが、避難指示の検討や破
堤を心配される発言がありました。

注）質疑・質問事項は要約しています。

出典：福島河川国道事務所ＨＰ
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２．合同説明会及び陳情書に関する事項

洪水予報の発表 例

16



・令和３年５月１０日付け陳情書事項５
・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（８）（１０）

◯内水対策等に関する施策について
・１００mm／ｈ 安心プランの実施要綱や運用の概要、登録要件等を説明すること。
・特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を説明すること。

【回 答】
資料のとおりです。
なお、１００mm／h 安心プランは従前の計画を超える局地的な大雨（いわゆるゲリラ豪雨）による浸水被害に

対して、被害の軽減を図るための取り組みを定めるものですが、河川の整備により水位を下げる、雨水貯留等
により流出を抑制するなどの対策と効果的に連携することで、台風などによる洪水に対しても被害の軽減を図
ることは可能と考えます。

また、特定都市河川浸水被害対策法等の法律が一部改正された背景には、全国各地で水災害が激甚化、頻
発化しており、また気候変動の影響により、今後、降雨量や洪水発生頻度が増大することが懸念される状況に
ある中で、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実行性を高めていくための枠組の整備が必要とさ
れています。

阿武隈川においては、流域住民の命と暮らしを守るため、「阿武隈川流域治水プロジェクト」を策定したところ
であり、実施にあたっては、関係機関と連携しながら住民等へ分かり易い説明に努めて参ります。

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

注）質疑・質問事項は要約しています。
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２．合同説明会及び陳情書に関する事項

出典：国土交通省ＨＰ 18



出典：国土交通省ＨＰ
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● 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和3年法律第31号）

背景・必要性

○近年、令和元年東日本台風や令和２年７月豪雨等、全国各地で水災害が激甚化・頻発化

○気候変動の影響により、21世紀末には、全国平均で降雨量１．１倍、洪水発生頻度２倍になるとの試算 （20世紀末比）

降雨量の増大等に対応し、ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国、
流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高める法的枠組み「流域治水関連法」を整
備する必要

１．流域治水の計画・体制の強化 【特定都市河川法】

◆ 流域水害対策計画を活用する河川の拡大

－ 市街化の進展により河川整備で被害防止が困難な河川に加え、自然的条件により困難な河川を対象に追加（全国の河川に拡大）

◆ 流域水害対策に係る協議会の創設と計画の充実

－ 国、都道府県、市町村等の関係者が一堂に会し、官民による雨水貯留浸透対策の強化、浸水エリアの土地利用等を協議

－ 協議結果を流域水害対策計画に位置付け、確実に実施

２．氾濫をできるだけ防ぐための対策
【河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法】

－ 利水ダムの事前放流の拡大を図る協議会（河川管理者、電力会社等の利水者等が参画）の創設 （※予算・税制）

－ 下水道で浸水被害を防ぐべき目標降雨を計画に位置付け、整備を加速

－ 下水道の樋門等の操作ルールの策定を義務付け、河川等から市街地への逆流等を確実に防止

◆ 流域における雨水貯留対策の強化

－ 貯留機能保全区域を創設し、沿川の保水・遊水機能を有する土地を確保

－ 都市部の緑地を保全し、貯留浸透機能を有するグリーンインフラとして活用

－ 認定制度、補助、税制特例により、自治体・民間の雨水貯留浸透施設の整備を支援

◆ 河川・下水道における対策の強化 ◎堤防整備等のハード対策を更に推進（予算）

＜予算関連法律＞

法律の概要

（※予算関連・税制） 出典：国土交通省ＨＰ
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３．被害対象を減少させるための対策
【特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法】

◆ 水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫

－ 浸水被害防止区域を創設し、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前確認（許可制）

－ 防災集団移転促進事業のエリア要件の拡充等により、危険エリアからの移転を促進

－ 災害時の避難先となる拠点の整備や地区単位の浸水対策により、市街地の安全性を強化

流域治水のイメージ

－ 洪水等に対応したハザードマップの作成を中小河川等まで拡大し、リスク情報空白域を解消

－ 要配慮者利用施設に係る避難計画・訓練に対する市町村の助言・勧告によって、避難の実

効性確保

－ 国土交通大臣による権限代行の対象を拡大し、災害で堆積した土砂の撤去、準用河川を追

加

４．被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
【水防法、土砂災害防止法、河川法】

【目標・効果】 気候変動による降雨量の増加に対応した流域治水の実現
(KPI) 〇浸水想定区域を設定する河川数：2,092河川（2020年度）⇒約17,000河川（2025年度）

（※予算関連）

（※予算関連）

● 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和3年法律第31号）
＜予算関連法律＞

出典：国土交通省ＨＰ
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◯平成２８年２月に国会報告された社会資本整備総合交付金について、国土交通省が会計検査院
から指摘を受けた内容を説明すること。
※郡山市のゲリラ豪雨対策９年プランにも位置づけられている、逢瀬川築堤工事は上記交付金により実施。

【回 答】
会計検査院が平成２７年度決算について１７都道府県で調査を行い、事業の実施にあたり必要となる整備計
画が適正に作成されていない、また基幹事業と一体となってその効果を一層高めるための効果促進事業にお
いて、一体性が確保されていない、また、事後評価等が適切に実施されていないなどの指摘がなされたもので
す。なお、福島県は調査の対象となっておらず、会計検査院から個別に指摘を受けているものではありません。

・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（９）

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

注）質疑・質問事項は要約しています。
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◯郡山市西田町鬼生田地区で河道が湾曲しているため、上流で水害が発生する河川特性がある
ことから、河道を直線に付け替える計画を策定し、イラストなどを作成し説明すること。

【回 答】
直線に付け替えする計画はありません。

湾曲部や狭窄部を開削、掘削した場合、上流への効果は期待できますが、下流部に負荷が及ぶことになるた
め、下流側から順に整備していく必要がありますが、阿武隈川の狭窄部は数十キロにも及び、対策には長い時
間と多くの予算を必要とするため、困難です。

このことから、国土交通省としては、河道の特性を踏まえつつ、現在進めている河道掘削や遊水地等の洪水
調節施設を組み合わせて「河川の水位を低下させる対策」が適当であると考えます。

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

・令和３年５月１０日付け陳情書事項３
・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（１１）

注）質疑・質問事項は要約しています。
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◯阿武隈川流域治水対策と信濃川流域治水対策の進捗状況の違いを説明すること。

【回 答】

阿武隈川においては、盆地と狭窄部が連続する地形特性や、河川沿いに主要な都市が形成されている特徴
などを踏まえ、河道掘削や遊水地等の整備による水位を下げる対策を、信濃川でも河道掘削などにより水位を
下げる対策をそれぞれ令和１０年度、令和９年度の完成を目指し進めております。（流域治水対策⇒緊急治水
対策プロジェクトと認識）

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（１３）

注）質疑・質問事項は要約しています。

◯近畿地方整備局福知山河川国道事務所、京都府中丹西土木事務所、福知山市が連携して行っ
た調整池等整備の事例を説明すること。

【回 答】
由良川（国管理）と山地に挟まれた京都府福知山市では、H26.8に福山市街地を中心に集中的な降雨があり、

由良川の支川である弘法川や法川（ともに京都府管理）流域で外水や内水はん濫が発生し、床上・下あわせて
3千戸を超える浸水被害が発生しました。

この豪雨被害を受け、同程度の降雨が発生した場合に床上浸水被害を防止することを短期（概ね５ヶ年程度）
の目標とし、各機関が役割分担して総合的な治水対策を実施しています。

このうち国は国管理の排水機場の増強、京都府は支川の改修と貯留施設（調節池）の整備、また、福知山市
では下水道ポンプの増強、流域全体における貯留施設等（調整池の整備やため池の改良）の整備を行ってい
ます。

・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（１４）

注）質疑・質問事項は要約しています。
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２．合同説明会及び陳情書に関する事項

出典：福知山河川国道事務所ＨＰ 25



◯所管官庁として、越水後の対応が適切、適正なのか説明すること。

【回 答】

越水後の対応については、自治体が評価するものと考えます。

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（１５）

注）質疑・質問事項は要約しています。

◯令和元年東日本台風における、ホットラインの実施、排水機場、排水ポンプ車の稼働状況の説
明をすること。

【回 答】
資料のとおりです。

・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（１６）

注）質疑・質問事項は要約しています。

26



２．合同説明会及び陳情書に関する事項

出典：福島河川国道事務所ＨＰ
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排水ポンプ車の稼働状況

排水機場（ポンプ）の稼働状況

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

出典：福島河川国道事務所ＨＰ

※郡山出張所管内
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◯令和元年東日本台風において福島河川国道事務所が発表した防災情報（第10報）において、逢

瀬川の堤防を越水後も排水機場や排水ポンプ車にて内水排水をしていたことから、国の対応に不
備があることを説明すること。

【回 答】
国が管理する排水機場では、計画高水位の超過を受けて排水を停止しており、記者発表時点では既に排水
を停止していましたので、訂正します。
なお、排水ポンプ車については、阿久津観測所において氾濫危険水位7.9m（標高224.5m）を超える恐れが

あったことから作業員の安全確保のため作業員は退避しましたが、内水状況からポンプを稼働したまま退避し
ています。その後、水位が上昇し計画高水位を超えたためポンプ停止を試みましたが、現地に近づける状態で
なかったため、作業員が排水ポンプを安全に停止できる水位まで排水停止ができない状況となりました。

２．合同説明会及び陳情書に関する事項

・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（１７）

注）質疑・質問事項は要約しています。
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２．合同説明会及び陳情書に関する事項

・令和３年６月２３日付け陳情書質問事項（１８）

◯令和元年東日本台風において郡山市と事前に確認した内容を時系列に整理し、説明すること。
（排水機場の運転や排水樋管の操作、大型土のうの設置や排水ポンプ車の事前配備など）

【回 答】
正確な記録が残っていないため、日時等はお示しできませんが、以下を確認しております。
・台風に備えて、郡山市に操作委託を行っている愛宕川排水機場の点検について。
・御代田地区へ大型土のうの設置について。
・排水ポンプ車の事前配備について。

注）質疑・質問事項は要約しています。
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